
南那須庁舎清掃業務委託 仕様書 

 

１ 日常清掃及び定期清掃 

 

 (1) 作業範囲、作業期間等 

  ア 作業範囲  清掃業務基準表（別表を含む。）のとおり 

  イ 作業期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

  ウ 作 業 日  ａ 日常清掃は、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（１２月２

９日から１月３日まで）を除く毎日実施 

          ｂ 定期清掃は、閉庁日（土曜日、日曜日又は祝日等）に実 

            施 

  エ 作業時間  ａ 日常清掃は、午前８時から正午まで 

          ｂ 定期清掃は、午前９時から午後４時３０分まで 

 

 (2) 作業内容 

   清掃業務基準表（別表を含む。）のとおり 

 

 (3) 作業用具の負担 

   清掃業務に関する一切の作業用具は、受託者が負担する。 

   ※具体的には、掃除機、箒、モップ、雑巾、トイレ用洗剤（サンポール等）、 

たわし、ゴム手袋、バケツ等が作業用具にあたります。 

 

 (4) 作業終了後の報告及び検査等 

   都市建設課管理グループが実施する。 

 

 (5) その他 

  ア 日常清掃に関すること 

   ａ 日常清掃は、１名で実施すること。 

   ｂ 勤務者報告及び異動報告を行うこと。 

  イ 定期清掃に関すること 

   ａ 指定した時間内に作業が完了する人数を配置すること。 

   ｂ 年６回実施すること。 

   ｃ ジュータン清掃は、スチームクリーナーで実施すること。 

   ｄ 古いワックス部分の剥離作業も計画的に実施すること。 



２ 特別清掃 

 

 (1) 作業範囲、作業期間等 

  ア 作業範囲  ａ 照明器具清掃・・・・・・１８４基 

      ｂ 窓ガラス清掃・・・・・・５６２㎡ 

      ｃ ジュータン清掃・・・・・４８８㎡ 

  イ 作業期間  毎年１２月中の期間で市と協議により定めた期間 

ウ 作 業 日  一部を除き、閉庁日（土曜日、日曜日又は祝日等）に実施 

エ 作業時間  午前９時から午後４時３０分まで 

 

 (2) 作業内容 

   清掃業務基準表（別表を含む。）のとおり 


